
2019

経 済 産 業 調 査 会一般財団法人

61,560 32,400

540-0012 大阪市中央区谷町１－７－４
（MF天満橋ビル８階）［電話］06-6941-8971

近畿支部

 牛 木 内 外 特 許 事 務 所
弁理士　牛　木　理　一

弁理士の眼

目　　次

☆知的財産関連ニュース報道（韓国版） …… ⒁☆弁理士の眼［175］ ………………………… ⑴

175

「イラスト」著作権侵害差止等請求事件
－大阪地裁平成28（ワ）8552. 平成31年４月18日（21民部）判決＜請求認容＞－

〔キーワード〕　イラストの著作権、イラスト（著作物）

の類似、複製権、翻案権、公衆送信権、応用美術

作品（商品化権）、表現の本質的特徴、依拠性

【主　　文】
１　被告は、別紙「被告イラスト目録」記載１ない

し16の各イラストを複製、翻案又は公衆送信して
はならない。

２　被告は、別紙「被告イラスト目録」記載１ない
し３、５ないし12、15及び16の各イラストを使用
した別紙「被告物品目録」記載の各物品を廃棄せよ。

３　被告は、別紙「被告イラスト目録」記載１ない
し３、５ないし12、15及び16の各イラストに関す
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る画像データを記録した記録媒体から、当該デー
タを削除せよ。

４　被告は、原告に対し、167万3570円並びにうち
160万0443円に対する平成28年９月９日から支払
済みまで年５分の割合による金員及びうち別紙

「遅延損害金一覧表」の「元金」欄記載の各金額に
対する「起算日」欄記載の各日から支払済みまで
年５分の割合による金員を支払え。

５　原告のその余の請求をいずれも棄却する。
６　訴訟費用はこれを５分し、その３を被告の負担

とし、その余を原告の負担とする。
７　この判決は、第４項に限り、仮に執行すること

ができる。

【事案の概要】
　本件は、別紙「原告イラスト目録」記載のイラス
ト（以下「原告イラスト」という。）をデザインした
原告が、別紙「被告イラスト目録」記載の各イラス
ト（以下、各イラストを同別紙の番号により「被告
イラスト１」などといい、各イラストをまとめて「被
告イラスト」という。）の一部が描かれたＴシャツ等
を製造販売している被告に対し、①被告イラストは、
原告イラストを複製又は翻案したものであり、上記
Ｔシャツ等の製造は原告の複製権又は翻案権を侵害
すること、②上記Ｔシャツ等の写真を被告が運営す
るホームページにアップロードしたのは、原告の公
衆送信権を侵害すること、③さらに被告が原告イラ
ストを複製又は翻案し、原告の氏名を表示すること
なく上記Ｔシャツ等を製造等したのは、原告の同一
性保持権及び氏名表示権を侵害することを主張して、

（a）著作権法112条１項に基づき、被告イラストを
複製、翻案又は公衆送信することの差止め、（b）同
条２項に基づき、被告イラストを使用した別紙「被
告物品目録」記載の各物品の廃棄並びに被告イラス
トに関する画像データ及び被告が運営するホーム
ページの被告イラストが掲載された上記各物品の表
示の削除、（c）著作権及び著作者人格権侵害の不法
行為に基づき、原告の損害の一部である1000万円の
賠償及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成
28年９月９日から支払済みまで民法所定の年５分の
割合による遅延損害金の支払を求め、（d）著作権法
115条に基づき、謝罪文の掲載を請求する事案である。
１　前提事実（当事者間に争いのない事実又は後掲

の各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められ
る事実）

（１）　当事者
ア　原告（Ｐ１）は、本名で動物等の水彩画を

描くとともに、動物をモチーフにしたデザイ
ン等を描いている者である（甲22、23、53）。

イ　被告（株式会社三高）は、「錦」のブランド
名により、インターネットによって直接、又
は大手ショッピングモールやインターネット
上に出店する量販店を通じて、自社で製造し
た繊維製品等を販売する事業者である。

（２）　原告イラスト
原告は、平成23年９月までに原告イラスト

を作成し、同月18日以降、「モジュー」のデザ
イナー名を使用して、デザインＴシャツマー
ケット「Hoimi」において、「POKKA POKA 
T−SHIRT」のブランドで、原告イラストが胸
の辺りに付された「眠り猫」という商品名のＴ
シャツを販売している。また、原告は同月以
降、オリジナル・グラフィック・アイテム・
オンラインショップである「ClubT」でも同じ
Ｔシャツを販売し、少なくとも平成24年５月以
降、デザインＴシャツの通販サイトである「T−
SHIRTS TRINITY」でも同じＴシャツを販売し
ているほか、平成27年頃まで、Ｔシャツ販売サ
イト「UPSOLD」で同じＴシャツを販売した（甲
１、２、24、33ないし35、39ないし44、53）。

（３）　被告の行為
ア　被告は、平成26年６月頃以降、別紙「被

告商品一覧」のとおり（ただし、色違いの商
品を含む。）、被告イラストの一部が色を変
えつつ描かれた半袖Ｔシャツ、長袖Ｔシャ
ツ、ワークシャツ、トレーナー、パーカー、
ショーツ、財布（ウォレット）、ベルト、バッ
グ、帽子等の衣類及び服飾雑貨（以下「被告
商品」といい、同別紙の番号により「被告商
品１」などという。別紙「被告イラスト１〜
16を付した商品の販売数及び売上額」の「整
理番号」欄の数字は被告商品の番号を指して
おり、甲３ないし18の各書証と被告商品との
対照関係は、同別紙の「備考」欄記載のとお
りである。なお、同別紙の「整理番号」欄に
枝番号が付されているのは、色違いの商品で


